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〔制度の概要〕 

 法人が有価証券の譲渡をした場合には、以下の算式により計算した譲渡損益の額を当該譲渡に係る

契約をした日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとされています（法61の２①）。

そして、当該譲渡に係る原価の額を計算する場合におけるその１単位当たりの帳簿価額の算出の方法

は、移動平均法又は総平均法によることとされています（法令119の２①、119の３、119の４、119の

５①、119の７）。 

 

 

 

 「子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避」に対応するため、法人が、他の

法人から対象配当等の額を受ける場合において、その受ける対象配当等の額と同一事業年度内配当等

の額との合計額が、当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額に係る各基準時の直前におい

て当該法人が有する当該他の法人の株式の帳簿価額のうち最も大きいものの10％相当額を超えるとき

は、一定の場合を除き、その受ける対象配当等の額に係る基準時の直前の当該他の法人の株式の帳簿

価額からその受ける対象配当等の額のうち益金不算入相当額を減算した金額を基に、当該基準時にお

ける１単位当たりの帳簿価額を計算することとされました（法令119の３⑦～⑬、119の４①③）。 

 

⑴ 「他の法人」の範囲 

  「他の法人」とは、法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人以外の法人をいいます（法

令119の３⑦）。 

 

⑵ 対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額 

  法令第119条の３第７項の規定（以下「本規定」といいます。）の適用を受ける「対象配当等の額」

とは、法人が他の法人から受ける次に掲げる金額をいい、当該対象配当等の額に係る決議日等（注

１）において当該法人と当該他の法人との間に特定支配関係（注２）があるものに限ります（法令119

の３⑦）。 

 イ 剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配の額（みなし配当の額、事業分量配当の額

及び従事分量配当の額を除きます。） 

 ロ 投資信託及び投資法人に関する法律第137条の金銭の分配の額（みなし配当の額を除きます。） 

 ハ 資産の流動化に関する法律第115条第１項の金銭の分配の額（みなし配当の額を除きます。） 

（算式）

有価証券の
譲 渡 損 益

＝
その有価証券の譲渡により通常得べき対価の額

（譲渡対価の額）
－

１単位当たりの帳簿価額×譲渡した有価証券の数
（譲渡原価の額）

算出方法を改正

Ⅳ 国際課税に関する改正 

１ 子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避への対応 

〔改正の概要〕
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 ニ みなし配当の額（完全支配関係のある法人の間の譲渡損益を計上しないこととされているみな

し配当事由（法24①各号）に係るみなし配当の額（法61の２⑰）を除きます。） 

  同一事業年度内配当等の額とは、当該対象配当等の額を受ける日の属する事業年度開始の日から

その受ける直前の時までの間に当該法人が当該他の法人から受けた上記イからニまでの金額をいい、

これらの金額に係る決議日等において当該法人と当該他の法人との間に特定支配関係があったもの

に限ります。 

 （注１） 「決議日等」とは、次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める日をいいます（法令119の３⑨一）。 

区   分 決議日等 

 剰余金の配当等で当該剰余金の配当等に係る決議の日又は決定の日

があるもの 

これらの日 

 剰余金の配当等で当該剰余金の配当等に係る決議の日又は決定の日

がないもの 

当該剰余金の配当等がその効

力を生ずる日 

 みなし配当事由による金銭その他の資産の交付（剰余金の配当等に

該当するものを除きます。） 

当該事由が生じた日 

 （注２） 「特定支配関係」とは、一の者（一の者と特殊の関係のある者を含みます。）が他の法人の株式等又は配

当等に関する議決権の数等の50％超を直接又は間接に有する場合における当該一の者と他の法人との関係

等をいいます（法令119の３⑨二）。 

 

⑶ 帳簿価額から減算する金額（１単位当たりの帳簿価額の計算） 

  対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額の合計額がこれらに係る各基準時（注１）の直前の

他の法人の株式等（注２）の帳簿価額のうち最も大きいものの10％に相当する金額を超える場合には、

当該対象配当等の額に係る基準時の直前における帳簿価額から当該対象配当等の額のうち益金不算

入相当額（注３）を減算した金額を基に、当該基準時における１単位当たりの帳簿価額を計算するこ

ととされています（法令119の３⑦）。 

 《１単位当たりの帳簿価額の計算例》 

 

 （注１） 「基準時」とは、次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める時をいいます（法令119の３⑨三）。 

区   分 基準時 

株式会社がする剰余金の配当等で会社法第124条第１

項に規定する基準日の定めがあるもの 

 当該基準日が経過した時（例：基準日が３月

31日の場合の基準時は４月１日の午前０時） 

 株式会社以外の法人がする剰余金の配当等で基準日

に準ずる日の定めがあるもの 

 同日が経過した時 

 剰余金の配当等で当該剰余金の配当等を受ける者を  当該剰余金の配当等がその効力を生ずる時

内国法人
（Ａ社）

他の法人
（Ｂ社）

Ｘ3.3.31Ｘ2.3.31

配当② 2,500
（対象配当等の額）

配当① 800
（同一事業年度内配当等の額）

基準時①
（Ｘ2.4.1）

（適用の有無）

Ａ 配当①と配当②の合計額 3,300

Ｂ 各基準時の直前の帳簿価額のうち最も大きいもの（20,000）の10％ 2,000

➡ Ａ＞Ｂ（適用あり）

（対象配当等の額に係る基準時②における１単位当たりの帳簿価額）

（20,000－3,300）÷10株＝＠1,670

100％

［前提］・配当①②に係る基準時①②の直前におけるＢ株の帳簿価額 20,000（＠2,000×10株）

・配当①②に係る益金不算入相当額 3,300

・配当①は本規定の適用を受けていない。

基準時②
（Ｘ2.10.1）
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定めるための基準日又は基準日に準ずる日の定めがな

いもの 

（その効力を生ずる日の定めがない場合には、

当該剰余金の配当等がされる時） 

 みなし配当事由（法24①各号）が生じたことに基因

する金銭その他の資産の交付（剰余金の配当等に該当

するものを除きます。） 

 当該事由が生じた時 

 （注２） 株式又は出資をいい、移動平均法によりその１単位当たりの帳簿価額を算出するものに限ります。 

 （注３） 対象配当等の額のうち益金不算入規定（法23①、23の２①、62の５④）により益金の額に算入されない金

額（同一事業年度内配当等の額のうちに本規定の適用を受けなかったものがある場合には、その適用を受け

なかった同一事業年度内配当等の額のうち益金不算入規定により益金の額に算入されない金額の合計額を

含みます。）に相当する金額をいいます。 

 

⑷ 本規定が適用されない場合 

  次の要件のいずれかに該当する場合、本規定の適用はありません（法令 119 の３⑦一～四）。 

本規定が適用されない場合 

イ 内国普通法人である他の法人の設立の時から特定支配日（注１）までの期間を通じて、その

発行済株式又は出資の総数等の 90％以上を普通法人等（注２）が有する場合（当該期間を通

じて 90％以上であることを証する書類の保存がない場合を除きます。） 

 （注１） 法人が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなった日をいいます。 

 （注２） 内国普通法人、協同組合等及び居住者をいいます。 

ロ 特定支配日が対象配当等の額を受ける日の属する他の法人の事業年度開始の日前である

場合において、(ｲ)に掲げる金額から(ﾛ)に掲げる金額を減算した金額が(ﾊ)に掲げる金額以

上である場合（当該減算した金額が(ﾊ)に掲げる金額以上であることを証する書類の保存が

ない場合を除きます。） 

 (ｲ) 当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等前に最後に終了した事業年度の貸借

対照表に計上されている利益剰余金の額 

 (ﾛ) (ｲ)の事業年度終了の日の翌日から当該対象配当等の額を受ける時までの間に当該他の法

人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額の合計額 

 (ﾊ) 当該他の法人の特定支配日前に最後に終了した事業年度の貸借対照表に計上されてい

る利益剰余金の額 

ハ 特定支配日から対象配当等の額を受ける日までの期間が 10 年を超える場合 

ニ 対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額の合計額が 2,000 万円を超えない場合 

  《上記ロに該当する場合の例》 

 

⑸ 帳簿価額から減算する金額の特例 

  確定申告書、修正申告書又は更正請求書に下記イに掲げる事項を記載した書類の添付があり、か
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つ、下記ロに掲げる書類の保存がある場合には、上記⑶の帳簿価額から減算する金額を特定支配後

増加利益剰余金額超過額（益金不算入相当額に限ります。）に達するまでの金額とすることができま

す（法令 119 の７⑧）。 
 イ 添付する書類（別表八(三)）の記載事項 

  (ｲ) 対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額 

  (ﾛ) 特定支配後増加利益剰余金額超過額及びその計算に関する明細 

 ロ 保存する書類（法規 27①） 

  (ｲ) 他の法人の特定支配日前に最後に終了した事業年度から対象配当等の額に係る決議日等前

に最後に終了した事業年度までの各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動

計算書、社員資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類する書類 

  (ﾛ) 支配後配当等の額を明らかにする書類（(ｲ)に掲げる書類を除きます。） 

  (ﾊ) 特定支配後増加利益剰余金額の計算の基礎となる書類（(ｲ)に掲げる書類を除きます。） 

  (ﾆ) (ｲ)から(ﾊ)までのほか、特定支配後増加利益剰余金額超過額の計算の基礎となる書類 

 ハ 帳簿価額から減算する金額 

   帳簿価額から減算する金額は、次により計算した特定支配後増加利益剰余金額超過額に達する

までの配当等の額のうち益金不算入相当額となります。 

Ａ 支配後配当等の額（注１）の合計額 
3,400 

（配当①＋②） 

Ｂ 特定支配後増加利益剰余金額（ａ＋ｂ－ｃ） 1,000 

 ａ 
当該他の法人の対象配当等の額の決議日等前に最後に終了した事業年度

の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額 

4,000 

【イ】 

 ｂ 

特定支配日から対象配当等の額に係る決議日等の直前事業年度終了の日

までの間に当該他の法人の株主等が受けた配当等の額に対応して減少し

た当該他の法人の利益剰余金の額の合計額 

500 

(配当①) 

 ｃ 
当該他の法人の特定支配日前に最後に終了した事業年度の貸借対照表に

計上されている利益剰余金の額 

3,500 

【ロ】 

Ｃ 当該他の法人から受けた配当等の額のうち既に本規定の適用があった金額 － 

特定支配後増加利益剰余金額超過額（Ａ－Ｂ－Ｃ）（注２） 2,400 

   （注１） 支配後配当等の額とは、特定支配日から対象配当等の額を受ける時までの間に他の法人の株主等が

当該他の法人から受ける配当等の額（その配当等の額の基準時が特定支配日以後であるものに限りま

す。）をいいます。 

   （注２） 支配後配当等の額の合計額のうちに法人以外の者が受ける配当等の額がある場合には、｛（Ａ－Ｂ）×

（当該法人が受ける配当等の額の合計額／Ａ）}により計算した金額からＣを控除した金額となります。 

  《特例の適用を受ける場合の計算例》 

 

Ｘ3.3.31

Ｘ3.3.31Ｘ1.3.31　

Ｘ1.3.31　

Ｘ2.3.31
内国法人
（甲社）

Ｘ2.3.31
他の法人
（乙社）

100％

特定支配日
特定支配日の直前に終了した

貸借対照表の利益剰余金の額

3,500【ロ】

配当① 500

決議日等① 決議日等②基準時②基準時①

支配後配当等の額の合計額（Ａ）…3,400（500＋2,900）

特定支配後増加利益剰余金額（Ｂ）…1,000（4,000＋500－3,500）

特定支配後増加利益剰余金額超過額（Ａ－Ｂ－Ｃ）…2,400

（対象配当等の額に係る基準時②における１単位当たりの帳簿価額）

（10,000－2,400）÷10株＝＠760

配当② 2,900
（対象配当等の額）

［前提］・基準時②の直前における乙株式の帳簿価額 10,000（＠1,000×10株）

・甲社以外の者が受ける配当等の額はない。

・配当①②に係る益金不算入相当額 3,400

・配当①は本規定の適用を受けていない。

決議日等②の直前に終了した

貸借対照表の利益剰余金の額

4,000【イ】

（※下記の例を参照） 
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⑹ 総平均法を選定した場合の取扱い 

  法令第 119 条の４第１項｟評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例｠に規定する評価換

え等に、対象配当等の額の受領が追加されるとともに、当該受領は基準時（上記⑶（注１））にあっ

たものとして総平均法により１単位当たりの帳簿価額を計算することとされました。この場合、当

該基準時における１単位当たりの帳簿価額は、事業年度開始の時から当該基準時の直前までの期間

を１事業年度とみなして計算される帳簿価額につき法令第 119 条の３第７項の規定の例により計算

した金額とすることとされました（法令 119 の４①③）。 

 

《連結納税制度》 

 連結納税制度においても、上記と同様の措置が講じられています（法令155の３の２）。 

 

〔適用時期〕 

 令和２年４月１日以後に開始する事業年度において受ける対象配当等の額について適用されます

（改正法令附則５①）。 

 法人が令和２年４月１日以後に開始する事業年度において受ける対象配当等の額に係る基準時が、

同日前に開始した事業年度の期間内のいずれかの時である場合には、同日以後最初に開始する事業年

度の開始の時が当該対象配当等の額に係る基準時とみなされます。この場合において、他の法人の株

式等の当該開始の時の直前における帳簿価額が当該対象配当等の額に係る基準時における帳簿価額に

満たないときは、益金不算入相当額（上記⑶）は、当該益金不算入相当額を当該帳簿価額で除し、こ

れに当該開始の時の直前における帳簿価額を乗じて計算した金額とすることとされています（改正法

令附則５②）。 
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○ 国際課税に関する事項について、次の改正が行われました。 

改 正 事 項 改 正 の 内 容  適 用 時 期 等 

⑴ 外国税額控除の対象
とならない外国法人税
の額（法令142の２⑦五・
六、155の27⑤三・四、法
規29の２、37の４の２、
改正法令附則８、11） 

○ 次の外国法人税の額が追加されました。 
イ 外国法人等の所得について、これを内国法人の所得とみ

なして当該内国法人に対して課される外国法人税の額 
ロ 内国法人の国外事業所等において、当該国外事業所等か

ら本店等又は他の者に対する支払金額等がないものとした
場合に得られる所得につき課される外国法人税の額 

令３．４．１以後に開始
する事業年度分の法人
税について適用され、
同日前に開始した事業
年度分の法人税につい
ては、従来どおり適用
されます。 
 

⑵ 国外関連者との取引
に係る課税の特例等（措
法66の４㉗㉘㉚、66の４
の３⑭、67の18⑬、68の
88㉘㉙㉛、68の107の２
⑬、改正法附則89、92、
103、107） 

 

○ 国税通則法における更正決定等の期間制限等の改正に伴う
所要の整備がされました。 

令２．４．１以後に期限
又は日が到来する法人
税又は地方法人税につ
いて適用され、同日前
に期限又は日が到来し
た法人税又は地方法人
税については、従来ど
おり適用されます。 
 

⑶ 対象純支払利子等に
係る課税の特例（措令39
の13の２⑤二、39の113
の２⑤二、改正措令附則
35、45） 

○ 外国法人の恒久的施設が有する債権に係る経済的利益を受
ける権利が、当該外国法人の本店等に移転されることがあらか
じめ定まっている場合に、対象外支払利子等の額からその恒久
的施設に支払われる利子等の額が除外されました。 

令２．４．１以後に開始
する事業年度分の法人
税について適用され、
同日前に開始した事業
年度分の法人税につい
ては、従来どおり適用
されます。 
 

⑷ 内国法人の外国関係
会社に係る所得の課税
の特例（措令39の17の３
⑩二、39の117の２⑩二、
改正措令附則36、46） 

 
 
 
（措法66の７④、措令39
の18⑰、⑲～㉔、措規22
の11の２、改正法附則90
①） 

 
 
 
 
 

○ 部分対象外国関係会社に係る部分合算課税の対象となる受
取利子等の額から、本店所在地国において役員又は使用人が棚
卸資産の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売対価の支払
の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認めら
れる業務の全てに従事している外国関係会社が、関連者以外の
者に対して行う棚卸資産の販売対価の支払の猶予により生ず
る利子の額が除外されました。 

 
○ 内国法人（特定目的会社、投資法人、特定目的信託に係る受

託法人又は特定投資信託に係る受託法人に限ります。）が会社
単位の合算課税又は外国金融子会社等に該当しない部分対象
外国関係会社に係る部分合算課税の適用を受ける場合に、その
内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課される外国法
人税の額のうち合算対象とされた金額に対応する部分の金額
を、その内国法人が納付した外国法人税の額とみなして、特定
目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例等が適用され
ることとされました。 

 

外国関係会社の令２.
４.１以後に開始する
事業年度に係る部分適
用対象金額及び部分課
税対象金額について適
用されます。 
 
 
外国関係会社の令２.
４.１以後に終了する
事業年度に係る課税対
象金額又は部分課税対
象金額に係る外国法人
税の額について適用さ
れます。 
 

⑸ 特殊関係株主等であ
る内国法人に係る外国
関係法人に係る所得の
課税の特例（措令39の20
の４⑧二、39の120の４
⑧二、改正措令附則37、
47） 

 

○ 部分対象外国関係法人に係る部分合算課税の対象となる受
取利子等の額から、本店所在地国において役員又は使用人が棚
卸資産の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売対価の支払
の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認めら
れる業務の全てに従事している外国関係法人が、関連者以外の
者に対して行う棚卸資産の販売対価の支払の猶予により生ず
る利子の額が除外されました。 

 

外国関係法人の令２.
４.１以後に開始する
事業年度に係る部分適
用対象金額及び部分課
税対象金額について適
用されます。 
 
 

 

 

２ その他 


